
京丹後市立久美浜病院整備基本構想策定業務公募型プロポーザルに係る質疑回答 

 

カテゴリー  質問 

NO 質  問 回  答 

募集要領 
4 参加資格 

－ １ 
本業務遂行のために外部のパートナーと共同で行う場合、ジョイントベンチャーの形態での契

約は可能でしょうか。もうしくは協力会社登録をした上での参加ということになるでしょうか。 

ジョイントベンチャーの形態での参加は不可とします。また、本業務の主たる

部分について第三者に委任し、又は請け負わせることも不可とします。 

募集要領 
10 審査方法等 (2) ２ 

プレゼンテーションに参加できる者は３人以内とありますが、現地３人＋Web１人参加のような

ハイブリッド形式も可能でしょうか。仮にハイブリッド形式の場合も３人以内の上限はありますで

しょうか。Webについては、自社の PCにて接続予定）。 
募集要領に記載のとおり、プレゼンテーションに参加できる人数は３人以内と

します。また、Webでの参加については不可とします。 

仕様書 
4 業務の内容 (3) 

３ 
「ウ 工事実施手法」の検討のなかで「工事範囲の区分」とありますが、具体的に、何との工事

範囲を区分することを想定されていますでしょうか。 

「取り壊す・引き続き活用する」といった、既存施設の取り扱いに係る区分を

想定しています。 

４ 

久美浜病院 HP の院内紹介において概略の諸室配置が紹介されていますが、久美浜病院の

敷地、配置、各階平面図が分かる詳細な図面等の資料を参加表明が受理された後にご提供

いただくことは可能でしょうか（プレゼンテーションでより具体的な提案を組み立てたいため)。 
参加資格審査の結果、参加資格があると認められた者に対して、企画提案

書の提出要請とあわせて病院パンフレット等の資料を送付します。 

５ 
現在の病院のボリュームを確認したいのですが、現病院の建物の状況がわかる資料（配置図

等）のご提供は可能でしょうか。 

６ 
本事業を事業化するにあたって、想定している事業費の財源（補助金、基金等）についてご

教示いただくことは可能でしようか。 

一部補助金を予定していますが、事業費の多くを起債により賄うこととしてい

ます。 



(4) 

７ 
「病院整備検討会議（仮称)」に係る会議について、想定される構成メンバー、開催回数をご教

示いただくことは可能でしょうか。構成メンバーの詳細が難しい場合は、概ねの委員数で問題

ございません。 「病院整備検討会議（仮称)」については、現在のところ、病院長以下幹部職

員１３名程度で構成する予定です。 

各診療科・各部門ヒアリングにも共通することですが、１回の会議時間や検討

項目も含め、何回程度の会議開催が必要なのかを検討いただき、提案願い

ます。 

なお、原則として「病院整備検討会議（仮称)」及び各診療科・各部門ヒアリン

グは対面で行うこととしていますが、各診療科・各部門ヒアリングにおいて一

部日程調整が困難な部門などは、Ｗｅｂ会議等も検討します。 

８ 
「病院整備検討会議（仮称)」は、何回程度を想定しているか。また、Ｗｅｂ会議等での対応は

想定されているか。 

９ 
貴院が院内に設置する「病院整備検討会議（仮称）」について、開催頻度はどれくらいを想定

されておられますでしょうか。 

10 院内の会議について、「病院整備検討会議（仮称)」の他にあればご教示いただけないでしょう

か。 

現在のところ、他の会議体は予定していませんが、必要に応じて新たな会議

体を設けることもありえます。 

 
11 

各診療科、部門とのヒアリングは病院が主体で行うというお考えでしょうか。それとも受託者が

主体的に行うということでしょうか。 

受注者と十分な連携をとりながら病院が主体で行うことになりますが、どういっ

た体制等で行うのが良いかについて検討いただき、提案願います。 

仕様書 
7 企画提案書

作成要領 

(1) 12 
企画提案書の文字の書式（フォントの種類、サイズ）について指定はありますでしょうか。また、

スライド枚数の制限はありますでしょうか（企画提案書については当日ご説明するスライドのみ

作成予定です）。 

文字の書式について指定はありません。また、スライド枚数についても制限は

ありません。 

その他 

－ 13 
現況調査にあたっては既存建物の竣工図、改修履歴、確認申請図書（もしくは計画通知図

書）、開設許可申請書などは貸与は可能でしょうか。 

既存建物の竣工図等、調査に必要な書類については、契約締結後に必要

に応じて受注者に貸与を予定しています。 

－ 14 

既存施設劣化調査、耐震診断、アスベスト調査、既存不適格調査などは今まで実施されたで

しょうか。それらの報告書は貸与可能でしょうか。これらの調査が行われていない場合、本委

託業務にはこれら要素は含まないと考えて良いでしょうか。 

それらの調査は行っていません。また、それらの要素は本業務に含みませ

ん。 

 


